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今月のテ－マ　所得控除（所得税）

1. 同じ金額の支出でも、経理処理の方法により損金になったり、

　　ならなかったりで,税額に影響します。

2.　書類一枚提出しているかどうかで、認められる処理方法が

　　異なり税額に差が出ます。

3.　種々の角度から検討することにより、節税が可能になります。

年末調整、確定申告と個人の所得税額が気になる時期となりま

した。そこで、今回は所得税の所得控除のいくつかについて、

注意点をお話します。

課税所得は次のようになります。

収

必要経費 Ｂ 給与所得者は給与所得

入 控除がこれに当たります。

金

所得控除の対象となるものを、

額 所得控除 Ｃ 出来る限り丁寧に集めること

Ａ が節税への道です。

課税所得 Ａ-（Ｂ+Ｃ）
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1 扶養控除

1） 扶養控除の対象者

　① 生計を一にする親族

② 年間合計所得金額　38万円以下

２） うっかり忘れがちなケース

　① 子供が高校生になった　－特定扶養親族（16才以上

～23才未満）

② 田舎の両親に生活費の仕送りをはじめた　－扶養控除

親が年金生活者で公的年金だけの場合

６５才未満 年金額　108万円まで

６５才以上 年金額　158万円まで

扶養控除の対象となります。

3） 扶養控除を適用していた親などが、年の途中で亡くなっても

　　　　その年の扶養控除を適用できます。

4） 夫婦共働きの場合

所得の多い方の扶養親族とします。

所得が同じような場合は夫婦の所得が均等になるように分ける。

5） 被扶養者の年齢をチェックする。

特定扶養親族、老人扶養親族に該当しないか？

扶養控除の種類と金額

　　　区　　　　　　分 　　　金　額

一般 　　　38万円

老人（満70歳以上） 　　　48万円

一般 　　　38万円

特定（満16才以上～23才未満） 　　　63万円

同居老親 　　　58万円

上記以外 　　　48万円

　-2-

配偶者控除

扶養控除

老人（満70歳以
上）



妻の給与収入と税金、社会保険との関係

給与収入額 税金、社会保険との関係

①１４１万円以上 　-- 夫が受ける配偶者特別控除がなくなる

②130万円以上 　-- 社会保険で夫の扶養家族でなくなる

自分で健康保険や年金に加入する必要が

ある

③103万円超 　-- 妻に所得税がかかる

夫が受ける配偶者特別控除が段階的に縮

小される

④103万円以下 　-- 夫の扶養家族としての扱いを受ける

⑤100万円超 　-- 妻に住民税がかかる

2 医療費控除

本人又は、本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費が

対象となります。この場合の医療費とは治療に要する支出をいい、

予防のための支出は含まれません。

別居していても生計を一にする限り、親の医療費も含まれます。

1） 対象となるもの

イ 通院のための交通費

ロ 人間ドック費用（治療に要する病気が発見された場合に

限る）

ハ 治療のためのマッサージ、鍼灸、柔道整復の費用

ニ 通常の個室の差額ベット代

ホ やけどの治療のための整形

ヘ 海外での治療（含む、国内での治療が困難な場合の渡

航費）

2） 対象とならぬもの

イ カイロプラクティク費用

ロ 通院のためのガソリン代、駐車料
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3） お産のとき健康保健から分娩費等が支給されるが、そのうち

出産手当金、育児手当は医療費から控除しなくてよい。

4） 医療費控除は所得の高い人から控除する。分散すると10万円

の足切り額がダブリ不利です。ただし医療費が210万円を超える

ようだと、分散する必要があります。

3 雑損控除

災害、盗難、横領により、住宅や家財、衣類等の資産が損害を

受けた場合に適用されます。その年に控除しきれない金額は、

３年間繰越せます。

1） 別荘、宝石等生活に通常必要でない資産の損害は雑損控除の

対象となりません。

2） 「シロアリなどの害虫駆除の費用」　「豪雪の場合の雪下ろし費

用」も雑損控除の対象となります。

3） 雑損控除（所得控除） 有利な方を選択すること

できます。（ただし、適用

災害減免法の所得税減免 要件は多少異なりますの

で要注意）

4 社会保険料控除

大学生の子供の国民年金保険料を、親が支払った場合など、

親の所得から控除することを、忘れないでください。

5 損害保険控除

自動車保険、宝石等の保険は対象となりません。

6 寡婦控除

扶養親族がなくとも受けれます。この点寡夫控除と異なります。
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